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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年６月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２５年２月１日 １７時５５分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市海獺
あ し か

島北東方沖 

 海獺島灯台から真方位０４０°８３０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１３.１′ 東経１３９°４４.４′） 

事故調査の経過  平成２５年２月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

引船 第六東亜
と う あ

丸、１６６トン 

 １３３４５３、東亜汽船株式会社（船舶管理会社） 

 ３８.００ｍ×８.４０ｍ×３.４０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、２,２８０kＷ（合計）、平成４年４月２３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５６年５月２２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年６月２４日 

  免状有効期間満了日 平成２５年９月８日 

機関長 男性 ５２歳 

 三級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和５５年７月３１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１２月１４日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１月１６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室右舷壁、天井等焼損 

 事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、浦賀水道の水先を終

えた水先人２人を乗せ、横須賀市久里浜港に向けて海獺島北東方沖を

西北西進中、平成２５年２月１日１７時５５分ごろ主機異常の警報装

置が作動した。 

船長は、主機異常の警報を認めて主機の回転数を下げ、クラッチを

脱としてアイドリング状態とするとともに、操舵室で見張りを行って

いた機関士２人を機関室に向かわせた。 

機関長は、警報音を聞いて居住区の通路から機関監視室に急行し、



- 2 - 

警報モニタ画面で１号主機冷却清水の高温度警報装置が作動している

ことを認めた。 

機関長は、１号主機の冷却清水ポンプに異常が発生して冷却清水温

度が上昇したと考えて予備の清水ポンプを手動で始動したのち、窓越

しに機関室内を見たところ、機器類が見えず、真っ黒な煙を認めたた

め、火災が発生したものと判断した。 

機関長は、船長へ火災発生の報告及び主機停止の依頼をするよう、

機関士へ命令するとともに、上甲板の居室通路右舷側出口近くに取り

付けられた非常停止ボタンを押して機関室ファンなどを停止し、機関

室ファン及び３６０度全旋回Ｚ型推進装置（以下「Ｚペラ」とい

う。）室ファンのダンパを閉めて密閉消火を行った。 

船長は、火災発生の報告を受け、直ちに船舶管理会社に報告した。 

本船は、船舶管理会社への報告を聞いた僚船が来援し、水先人２人

を僚船に移乗させ、僚船にえい
．．

航されて久里浜港に向かったが、火災

が続いていたため、港近くは危険と判断して沖出しした。 

本船は、その後、火勢が衰え、１９時４０分ごろ機関長及び船舶管

理会社の担当者によって鎮火が確認された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.７ｍ 

 その他の事項 

 

 本船の機関室は、上段及び下段からなり、上段船尾側に容量約０.

９７ｍ3 の燃料サービスタンク及び潤滑油タンクなどが置かれ、下段

には、右舷側に１号主機が、左舷側に２号主機がそれぞれ据え付けら

れており、機関室の前方に監視室が、後方にＺペラ室がそれぞれ配置

されていた。 

 機関室は、右舷及び左舷上甲板の通路、機関監視室及びＺペラ室か

ら入ることができるようになっており、また、Ｚペラ室は上甲板船尾

側から入ることができるようになっていたが、それらのドアは常時閉

められており、本事故時も閉められていた。 

 機関室及びＺペラ室には、それぞれ２台の送風機が取り付けられて

おり、本事故時、機関室の送風機は吸気側に、Ｚペラ室の送風機は排

気側にそれぞれ運転されていた。 

 上甲板右舷側通路に取り付けられた非常停止ボタンは、機関室送風

機、Ｚペラ室送風機、燃料清浄機及び燃料移送ポンプを停止すること

ができるようになっていた。 

 主機は、６シリンダ過給機付ディーゼル機関であり、左舷側に燃料

噴射ポンプが、右舷側に排気管が、船尾側上方に過給機がそれぞれ取

り付けられていた。 

 主機の燃料は、２つの燃料サービスタンクから、１号及び２号主機

の燃料供給ポンプで吸引され、約１kg/cm2 に加圧されて燃料主管に入

り、各シリンダの燃料噴射ポンプで加圧されて燃料弁に供給されるよ
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うになっており、燃料主管には、船首側及び船尾側に空気抜きコック

が上方に向けて取り付けられ、船尾側空気抜きコックから排気管まで

の距離が約８６cmであった。 

 主機の燃料主管の空気抜きコックは、燃料系統の作業を行った際に

系統中の空気を抜くときに使用しており、ハンドルが水平位置で閉状

態、ハンドルを上げて垂直位置で開状態となり、通常、誤操作防止の

ため、空気抜きコックのハンドルを固縛し、また、出口管にゴムパッ

キンの蓋を取り付けていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本船は、本事故時、燃料サービスタンクにそれぞれ燃料油が約０.

８ｍ3入っていた。 

 本船は、本事故後、１号主機の船尾側空気抜きコックが、ハンドル

はコック開方向であり、また、ゴムパッキンは破損した状態になって

いた。 

 本船は、本事故後、１号主機の排気管及び過給機外側、機関室右舷

側内壁及び天井に燃焼した跡が認められた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、海獺島北東方沖を久里浜港に向けて西北西進中、１号主機

の燃料主管船尾側に取り付けられた空気抜きコックから燃料油が噴出

し、排気管に降りかかって着火したことから、周囲の可燃物に燃え広

がった可能性があると考えられる。 

 空気抜きコックは、誤操作防止のため、ハンドルを固縛した上、出

口管にゴムパッキンの蓋を取り付けていたが、固縛が外れて開状態に

なり、ゴムパッキンが破損したものと考えられる。 

 空気抜きコックが開状態になってゴムパッキンが損傷したことにつ

いては、主機の温度及び圧力を記録する際に空気抜きコックのハンド

コック閉状態 コック開状態 
空気抜きコック 
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ルに体が当たり、固縛が外れて開状態になり、約１kg/cm2 の燃料油圧

が掛かった状態で運転を続けてゴムパッキンが破損に至った可能性が

あると考えられるが、空気抜きコックが開状態になった時期も含め、

詳細を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、海獺島北東方沖を久里浜港に向けて西北

西進中、１号主機の燃料主管船尾側に取り付けられた空気抜きコック

から燃料油が噴出し、排気管に降りかかって着火したため、周囲の可

燃物に燃え広がったことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考  船舶管理会社は、本事故後、次の同種事故等再発防止策を講じた。 

 ・機関室点検個所を書き出してチェックリストを作成し、指差し確

認を行うように乗組員へ指示した。 

 ・会社内で本件の原因を調査し、再発防止策を作成して乗組員を指

導した。 

 ・新たに緊急事態対応に関する規定及び防火要領書を作成し、各船

に配布するとともに、乗組員を指導した。 

 


